
入間市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 

国民健康保険特定健康診査・特定保健指導の国庫負担金の根拠条文である国民健康保

険法第７２条の４が、平成２７年４月１日付けで同法第７２条の５に改正（条ズレ）さ

れたため、次のとおり改正し、平成２７年６月２４日から施行したものです。 

 

〔 改正内容 〕 

入間市国民健康保険条例第８条中の「第７２条の４」を、次のとおり「第７２条の

５」に改めました。 

 

改正後 改正前 

（保健事業） （保健事業） 

第８条 市は、法第72条の５に規定する特

定健康診査等のほか、被保険者の健康の

保持増進又は保険給付のために必要な

事業を行う。 

第８条 市は、法第72条の４に規定する特

定健康診査等のほか、被保険者の健康の

保持増進又は保険給付のために必要な

事業を行う。 

 

 

（参考） 

国民健康保険法〔抜粋〕 

（特定健康診査等に要する費用の負担） 

第 72 条の５ 国及び都道府県は、政令の定めるところにより、市町村に対し、高齢者

の医療の確保に関する法律第 20 条の規定による特定健康診査及び同法第 24 条の規

定による特定保健指導（第 82 条第１項及び第 86 条において「特定健康診査等」と

いう。）に要する費用のうち政令で定めるものの３分の１に相当する額をそれぞれ負

担する。 
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